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京都市プレスリリース                 令 和 元 年 １ ２ 月 2 4 日 
 

                     京 都 市 行 財 政 局 

（ 財 政 部 財 政 課  2 2 2 - 3 2 9 0） 

文 化 市 民 局 

（ 元 離 宮 二 条 城 事 務 所 8 4 1 - 0 0 9 6） 

産 業 観 光 局 

（ 商 工 部 伝 統 産 業 課  2 2 2 - 3 3 3 7） 

 
                 

三菱 UFJ ニコス株式会社が提供する 

「ポイント交換プログラム」を活用した寄付について 

令和２年４月から，三菱 UFJ ニコス株式会社（以下，三菱 UFJ ニコス）がクレジッ

トカード会員向けに提供する「ポイント交換プログラム」にて，クレジットカードの利

用金額に応じてたまるポイントを，「京都市への寄付」として交換できることになりま

したので，お知らせ致します。 
いただいた寄付金については，「二条城本格修理事業（二条城一口城主募金）」及び「伝

統産業の将来を担う後継者育成事業」に活用致します。 
 

記 

１ ポイント交換プログラムの概要 

令和２年４月から，「MUFG カード」・「DC カード」・「NICOS カード」の，利用金

額に応じてたまるポイントを，「京都市への寄付」として交換できます。 
ポイントの交換は，三菱 UFJ ニコスが提供するポイント交換ウェブサイトにて，200

ポイント単位（1 ポイント 5 円に換算）で受け付けし，受付ポイントに応じ，三菱 UFJ
ニコスから京都市へ寄付金が支払われます。 
三菱 UFJ ニコスが提供するポイントプログラムについては，（https://www.cr.mufg.jp）

にて御確認いただけます。 
 

 

 

 

 

 

クレジット
カード
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カード利用額に応じて
ポイントを付与

ポイント交換サイト（会員専用）で
「京都市への寄付」を選択し交換応募

クレジットカード会員から
受け付けたポイント交換
数を集計して寄付
（1ポイント5円換算）

納付された寄付を指定の事業に活用

https://www.cr.mufg.jp/
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京都市では，我が国の歴史の舞台となってきた世界

遺産・二条城（１６０３年築城）を次代へ保存・継承

していくため，２０年間，１００億円を超える規模の

事業費を要する築城以来の本格修理事業に取り組んで

います。 

大政奉還の舞台となった国宝・二の丸御殿をはじめ，

４００年前から存在する貴重な文化財建造物等の本格

修理事業に寄付金を活用します。 

 

 

＜参考＞ 三菱 UFJ ニコスのクレジットカードについて 
・ 三菱 UFJ ニコスは「MUFG カード」・「DC カード」・「NICOS カード」といっ

た商品群で広範にクレジットカード発行事業を展開しています。 
・ クレジットカードの利用 1,000 円で 1 ポイントが付与され，累積したポイント

は 200 ポイントから様々な商品や寄付に交換できます。 
※ 三菱 UFJ ニコスの FC 社が発行するクレジットカードも含みます。 
※ ポイントプログラムの対象とならないカードもあります。 

 
「寄付が可能なポイントプログラム」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 活用事業 

寄付金については，「二条城本格修理事業（二条城一口城主募金）」及び「伝統産業の

将来を担う後継者育成事業」に活用致します。 

 

  ① 二条城本格修理事業（二条城一口城主募金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カードブランド ポイントプログラム名称

 MUFGカード・アメリカン・ エキス

 プレス®・カード グローバルポイント

 MUFGカード・プラチナ・ アメリカン

 ・エキスプレス®・カード グローバル

 ポイント

 MUFGカード  グローバルポイント

 DCカード  DCハッピープレゼント 令和2年 4月15日 ～ 令和3年 3月31日

 わいわいプレゼント 令和2年 4月1日 ～ 令和3年 2月28日

 NICOSゴールドポイントプログラム 令和2年 4月1日 ～ 令和3年 3月31日

4月1日 ～ 令和3年 3月31日

 NICOSカード

2020年度ポイント交換期間（予定）

 MUFGカード・アメリカン・

 エキスプレス®・カード 令和2年
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● 京都市伝統産業技術後継者育成制度 

伝統産業の将来を担う後継者を育成するため，若

手職人を対象に技術研鑽の資金として育成資金を支

給します。 

● 京ものユースコンペティション  

現代のライフスタイルに適した「京もの」の作品

コンペを通じて，伝統産業に携わる若手人材を支援

します。 

 

 

  ② 伝統産業の将来を担う後継者育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※寄付金は，①，②の事業に２分の１ずつ活用されます（寄付の充当事業は

選択いただけません）。 

 

 

３ 本件についてのお問合せ先 

【ポイント交換プログラムに関すること】 
行財政局 財政部 財政課 
ＴＥＬ：０７５－２２２－３２９０  

【二条城本格修理事業に関すること】 
文化市民局 元離宮二条城事務所 
ＴＥＬ：０７５－８４１－００９６  

【伝統産業の将来を担う後継者育成事業に関すること】 
産業観光局 商工部 伝統産業課 
ＴＥＬ：０７５－２２２－３３３７  


